
 

13 

 

いじめと判断がつきにくい場合の対応 

◎重要ポイント 

 発見者（担任等）1人で絶対に判断しないこと。 

◎対処方法  

発見者 

 

生徒部長、教育相談Ｃ 

特別支援教育Ｃ 
担 任 

副担任 
科 長 

教 頭 校 長 

メンバー (※協議、は緊急を要するので、不在の教員がいても開催する) 

教頭 生徒部長 教育相談Ｃ・特別支援教育Ｃ 関係科長 関係担任（発見者） 

協議内容 

１ 今後の対応 

２ その他 

島根県立松江工業高等学校 

報告 
報告 

報告 

報告 

報告 

今後の対応の協議 

いじめにつながりそうな事案 

別紙６ 

必要事項 

１ 両者への事実確認 

２ 保護者への確認 

連携 連携 


